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村
政
運
営
の
基
本
姿
勢
は

対
話
重
視
の
村
政
運
営
を

黒
沢　

明
夫 

議
員

　

財
源
不
足
が
見
込
ま
れ
る
と
い

う
厳
し
い
財
政
環
境
の
中
、
ど
の

よ
う
な
基
本
姿
勢
で
、
村
民
が
希
望
を
持

て
る
村
政
運
営
を
執
行
し
て
い
く
の
か
、

考
え
を
伺
い
ま
す
。

　　
「
お
気
軽
ト
ー
ク
」
や
「
村
政

懇
談
会
」
な
ど
住
民
と
の
対
話

を
重
視
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
お

よ
び
、
よ
り
一
層
の
情
報
開
示
と
積
極

的
な
情
報
発
信
を
行
い
な
が
ら
説
明
責

任
を
果
た
す
こ
と
が
第
一
と
考
え
、
住

民
と
役
場
職
員
が
一
体
と
な
っ
た
、
未

来
に
希
望
が
持
て
る
村
政
運
営
を
推
進

す
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

最
重
点
産
業
振
興
策
の
展
望
は

　

20
年
度
の
最
重
点
課
題
と
し
て

産
業
振
興
に
取
り
組
み
、
そ
の
ト
ッ

プ
に（
仮
称
）イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

の
建
設
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
目
的

お
よ
び
将
来
的
展
望
と
本
村
に
お
け
る
メ

リ
ッ
ト
を
伺
い
ま
す
。

　

岩
手
県
立
大
学
地
域
連
携
研

究
セ
ン
タ
ー
敷
地
内
に
建
設
し
、

現
在
大
幅
に
技
術
者
が
不
足
し
て
い
る

組
込
み
ソ
フ
ト
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
関
連
企

業
が
岩
手
県
立
大
学
の
優
秀
な
人
材
を

活
用
し
て
、
本
村
、
及
び
岩
手
県
で
事

業
展
開
し
て
い
く
土
台
づ
く
り
が
目
的

で
す
。

　

セ
ン
タ
ー
に
進
出
し
た
企
業
の
ビ
ジ

ネ
ス
展
開
が
確
立
す
る
と
組
込
み
ソ
フ

ト
を
生
か
し
た
も
の
づ
く
り
製
造
企
業

の
立
地
へ
と
繋
が
り
、
村
民
の
雇
用
の

確
保
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

巣
子
駅
ま
ち
づ
く
り
事
業
の
現

況
と
展
望
を
伺
い
ま
す
。

　

19
年
度
の
一
日
平
均
乗
降
客

数
は
8
2
5
人
で
昨
年
度
の

6
6
6
人
よ
り
26
・3
％
伸
び
て
い
ま

す
。
今
後
の
事
業
は
駅
に
ア
ク
セ
ス
す

る
「
巣
子
駅
線
」
と
「
巣
子
滝
沢
駅
線
」

の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
「
巣
子
駅
線
」
は
地
権
者
と
の
同
意

が
未
だ
得
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
引
き

続
き
交
渉
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
選

択
肢
の
一
つ
と
し
て
土
地
収
用
法
に
基

づ
く
事
務
手
続
き
も
進
め
て
い
ま
す
。

　
「
巣
子
滝
沢
駅
線
」
は
説
明
会
を
経

て
、
現
在
地
権
者
と
用
地
交
渉
を
お
こ

な
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

両
事
業
と
も
平
成
21
年
度
完
了
目
途

に
全
力
を
尽
く
し
て
、
更
に
は
、
官
民

一
体
と
な
っ
た
マ
イ
レ
ー
ル
意
識
の
高

揚
を
図
り
な
が
ら
、
乗
降
客
の
増
加
を

目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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を
密
に
す
る
こ
と
で
、
個
々
の
実
情

に
応
じ
た
対
応
が
さ
れ
る
と
理
解
し

て
い
ま
す
。

ご
み
有
料
化
は
す
べ
き
で
な
い

①
旧
ご
み
焼
却
場
の
解
体
と
、
施

設
の
整
備
お
よ
び
活
用
の
計
画
は
。

②
県
で
は
、
家
庭
ご
み
の
有
料
化
を
進
め

て
い
る
が
、
反
対
の
立
場
で
、
村
の
考

え
を
聞
き
ま
す
。

①
５
年
以
内
に
計
画
し
、
地
域

住
民
と
共
に
進
め
、
リ
サ
イ
ク

ル
施
設
を
整
備
し
ま
す
。

②
県
の
研
究
会
に
は
村
も
参
加
し
て
い

ま
す
が
、
有
料
化
は
ご
み
減
量
の
有

効
手
段
と
考
え
て
お
り
、
動
向
を
踏

ま
え
、
方
針
を
定
め
ま
す
。

少
人
数
学
級
の
拡
充
を
求
め
よ

　

少
人
数
学
級
を
取
り
組
ん
だ
効

果
と
、
県
に
拡
充
を
強
く
求
め
る

考
え
は
あ
る
か
。

　

効
果
に
つ
い
て
は
、
学
習
面
・

生
活
面
と
も
に
出
て
い
ま
す
。

県
で
も
拡
充
を
検
討
し
て
お
り
、
村
も

施
設
整
備
と
合
わ
せ
て
要
望
し
ま
す
。

武田　猛見 議員
高齢者制度に不安の声
皆保険堅持のため必要

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
は
、

生
涯
、
保
険
料
を
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
、
75
歳
か
ら
医
療
差

別
さ
れ
る
こ
と
か
ら
「
姥
捨
て
山
制
度
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

①
こ
の
制
度
の
村
と
し
て
の
認
識
と
、
高

齢
者
へ
の
周
知
は
ど
の
よ
う
に
行
っ
た

か
。

②
所
得
ご
と
の
対
象
者
数
は
。
ま
た
、
法

定
減
免
と
激
変
緩
和
に
よ
る
軽
減
以
外

に
村
独
自
に
軽
減
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

③
資
格
証
明
書
の
発
行
は
、
保
険
証
の
取

り
上
げ
と
同
じ
。
発
行
し
な
い
考
え
は

あ
る
か
。

①
制
度
は
、
新
た
に
保
険
料
負

担
も
発
生
す
る
が
、
皆
保
険
制

度
の
堅
持
と
医
療
費
の
安
定
性
が
保

た
れ
る
と
認
識
し
て
ま
す
。

②
対
象
者
は
、
3,
6
9
8
人
お
り
ま

す
。
所
得
金
額
の
階
層
で
見
る
と
、

33
万
円
以
下
が
2,
5
5
4
人
で
全
体

の
7
割
に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
減
免
・
軽
減
は
、
広
域
連

合
の
条
例
で
「
特
別
の
理
由
が
あ
る

方
は
、
保
険
料
の
徴
収
猶
予
お
よ
び

減
免
で
き
る
」
規
定
が
あ
り
、
基
準

の
策
定
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

③
資
格
証
明
書
は
、
広
域
連
合
と
情
報
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